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 第１問 
問題文 

 平成５年からＥ歯科医院（以下「Ｅ医院」という。）を営んでいる歯科医Ａには、
子Ｂ及び妻Ｃがおり、Ｂには妻Ｄがいる。Ｃは、歯科医であり、Ｅ医院と別の県にお
いて、平成１０年からＦ歯科医院（以下「Ｆ医院」という。）を営んでいる。Ｂ及び
Ｄ（以下「Ｂ夫婦」という。）は、Ａ及びＣ（以下「Ａ夫婦」という。）とＦ建物に同
居している。Ｆ建物は、もともと１階建ての家屋であったが、平成２７年３月、Ａ夫
婦とＢ夫婦で住み分けるために、Ａの費用負担において２階部分を増築し、Ｂ夫婦は
２階に住むようになった。２階には、台所、バス、トイレはあるものの、独立の出入
口はない。家事は、Ａ夫婦とＢ夫婦が相互に助け合い行っている。 
 Ｂは、平成２６年５月に歯科医師国家試験に合格し、以降、Ｅ医院において、Ａと
ともに診療に従事していた。平成２６年１０月から１２月の間は、ＡからＢが月２５
万円の給与を受けている旨の届出が税務署になされていたが、平成２７年３月１１日
には、Ｂ名義の個人事業の開業届を所轄税務署長に提出した。 
 ＢがＥ医院において診療への従事を開始するに当たっては、新たに医療器具の購入
や医院の改装を行う必要があった。そのため、Ａ名義でその費用を借り入れ（以下
「本件借入れ」という。）、Ａが契約の当事者となって、医療器具の購入や医院の改装
を行った。本件借入れに当たっては、Ａの所有するＥ医院の敷地及び建物に根抵当権
が設定され、返済はＡ名義の預金口座からなされている。 
 ＢがＥ医院において診療への従事を開始して以降、Ｂ固有の患者が来院するように
なり、これにより、Ｅ医院の収入は、平成２６年から飛躍的に増大し、平成２８年に
おいては、Ｂが診療へ従事する以前の２倍ほどの収入を計上するようになった。この
ようなＥ医院へのＢの寄与に鑑みて、Ａは、平成２８年におけるＥ医院の診療報酬総
額４,０００万円をＢと折半した。ＡとＢは、ＢがＥ医院において診療への従事を開始
して以降、Ｅ医院の総収入から総費用を控除した残額を按分していたが、その按分割
合は明確には定められていなかった。また、Ｅ医院の経理上、ＡとＢの収支は区分さ
れていない。 
 平成２８年末、Ｂは、Ｅ医院から独立し、Ｇ歯科医院を開業した。しかし、Ｂの独
立以後もＥ医院の患者数は依然として多く、Ａ一人でＥ医院の診療業務をこなすこと
は困難であった。そのため、ＡはＣに対し、Ｅ医院の診療業務の一部を委託するよう
になり、平成２９年における業務委託の対価としてＣに３００万円を支払った。Ｅ医
院の平成２９年における診療報酬総額は３,０００万円であった。 
 以上の事案について、以下の設問に答えなさい。ただし、租税特別措置法の適用は
考えなくてよい。 
 
〔設問１〕 

  所得税法上、平成２８年分のＥ医院の診療報酬額である４,０００万円はＡに帰属
するか。その根拠規定及び適用関係を具体的に示して説明しなさい。ただし、問題
文中に掲げたもの以外に、平成２８年において、Ａに収入はないものとする。 
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〔設問２〕 
  平成２９年においてＡがＣに対し支払った３００万円は、同年度のＡの事業所得
の金額の計算上、必要経費に算入することができるか、説明しなさい。 
 
（参照条文）所得税法施行令 

 （事業の範囲） 
第６３条 法第２７条第１項（事業所得）に規定する政令で定める事業は、次に掲げ
る事業（不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除
く。）とする。 
一～十 （略） 
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業 
十二 （略） 
 
 

  




